
聖籠町告示第８８号 

聖籠町低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉

給付金支給事業実施要綱を次のように定める。 

平成２８年９月１３日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時

福祉給付金支給事業実施要綱 

 （目的）  

第１条 この告示は、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が

及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するよう実施する、低

所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支

給事業について、必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 （１） 給付金 前条の目的を達するために、低所得の障害・遺族基礎年金

受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金として町によって贈

与される給付金をいう。 

 （２） 支給対象者 別記に掲げる低所得の障害・遺族基礎年金受給者向け

の給付金が支給される者をいう。 

 （給付金の支給） 

第３条 町は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、給付金を

支給する。 

 （支給額） 

第４条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給

対象者１人につき３万円とする。 

 （申請受付開始日及び申請期限） 

第５条 給付金に係る町の申請受付開始日は、平成２８年９月２０日とする。 

２ 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請

受付開始日から３か月とする。 



 （申請及び支給の方式） 

第６条 給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、年

金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族基礎年金受給者向け）申請書（別

記様式。以下「申請書」という。）により申請を行う。 

２ 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれか

により行う。ただし、第３号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座

を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること

その他第１号又は第２号による支給が困難な場合に限り行う。 

（１） 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請

者から通知された金融機関の口座に振り込む方式 

（２） 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者か

ら通知された金融機関の口座に振り込む方式 

（３） 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口に

おいて町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給す

る方式 

３ 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提

示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。 

 （代理による申請） 

第７条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことがで

きる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。 

 （１） 平成２８年１月１日（以下「基準日」という。）時点での申請者の

属する世帯の世帯構成者 

 （２） 法定代理人（成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び

代理権付与の審判がなされた補助人） 

 （３） 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等

で町長が特に認める者 

２ 代理人が給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、

原則として委任状（申請書の委任欄への記載を含む。）を提出する。また、

この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等に

より、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。 



３ 町は、代理人が第１項第１号の者にあっては住民基本台帳により、同項第

２号及び第３号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確

認するものとする。 

 （支給の決定） 

第８条 町長は、第６条の規定により提出された申請書を受理したときは、速

やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給

する。 

２ 「平成２８年度聖籠町臨時福祉給付金支給事業実施要綱」（以下「平成２

８年度実施要綱」という。）の別記（１）④に規定する児童等の保護者、別

記（１）⑤に規定する配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同

伴者について基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者並びに

別記（６）①に規定する障害者のうち養護者から虐待を受けていることによ

り入所等の措置が採られている者及び別記（６）②に規定する高齢者のうち

養護者から虐待を受けていることにより入所等の措置が採られている者の養

護者から代理申請があった場合の取扱いについては、平成２８年度実施要綱

第８条第２項から第４項までの規定を準用する。 

 （低所得の高齢者向けの給付金の支給等に関する周知） 

第９条 町長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の

方法、申請受付開始日等の事業の概要について、町の広報誌その他の方法に

より住民への周知を行う。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第１０条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者

から第５条第２項の申請期限までに第６条の規定による申請が行われなかっ

た場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 町長が第８条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込

不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われな

いことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったとき

は、当該申請は、取り下げられたものとみなす。 

 （不当利得の返還） 

第１１条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなく



なった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対して

は、既に支給した給付金の返還を求める。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１２条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

 （その他） 

第１３条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。  

 （この告示の失効） 

２ この告示は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記（第２条関係） 

１ 支給対象者 

 下記の支給対象者に対して、給付金を１人につき３万円支給する。 

（１） 給付金は、平成２８年度実施要綱の別記（支給対象者）の（１）か

ら（３）までに定める平成２８年度臨時福祉給付金の支給対象者（平

成２８年度実施要綱の（４）から（６）までの適用を受ける場合を含

む。）のうち、２に掲げるいずれかの年金について平成２８年４月分

の受給がある者（同年５月分の受給のない者を除く。）又は５月分の

受給がある者に支給する。 

（２） （１）の規定にかかわらず、低所得の高齢者向けの年金生活者等支

援臨時福祉給付金を受けたものには、給付金を支給しない。 

２ 対象となる年金 

（１） 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に基づく障害基礎年金又

は遺族基礎年金 

（２） 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号。以

下「６０年改正法」という。）附則第３２条の規定によりなお従前の

例によることとされた旧国民年金法に基づく障害年金、６０年改正法

附則第７８条の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生

年金保険法に基づく障害年金（障害等級が１級又は２級の年金に限

る。）及び６０年改正法附則第８７条の規定によりなお従前の例によ

ることとされた旧船員保険法に基づく障害年金（職務上の事由による

ものについては障害等級が１級から５級までの年金、職務外の事由に

よるものについては障害等級が１級又は２級の年金に限る。） 

（３） 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図る

ための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成１３

年法律第１０１号）附則第１６条第６項に規定する移行農林年金のう

ち障害年金（障害等級が１級又は２級の年金に限る。） 

（４） 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律

第１０５号）附則第３条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正す

る法律（昭和６０年法律第１０８号）附則第３条及び私立学校教職員



共済法（昭和２８年法律第２４５号）第４８条の２の規定によりその

例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する

法律（昭和６０年法律第１０５号）附則第３条の規定によりなお従前

の例によることとされた障害年金及び船員障害年金（障害等級が１級

又は２級の年金に限る。） 

 

 


